
一般社団法人　北信越サッカー協会

Ⅰ.　源泉所得税徴収不要のもの

① マッチコミッショナー 所得税法204条1項に該当しないため、源泉不要

② 審判 所得税法204条1項に該当しないため、源泉不要

③ 審判アセッサー 所得税法204条1項に該当しないため、源泉不要

※ 上記については、源泉所得税徴収は不要ですが、各位にて確定申告等を行ってください。

Ⅱ.　源泉所得税徴収が必要なもの

④ 指導者（スクール/トレセン/巡回等）報酬扱い→支払額×10.21％（小数点以下切捨て）

⑤ 審判インストラクター 報酬扱い→支払額×10.21％（小数点以下切捨て）

⑥ 講演会等講師 報酬扱い→支払額×10.21％（小数点以下切捨て）

⑦ 運営役員（ボールパーソン・運営担架） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑧ 運営役員（公式記録員） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑨ 運営役員（受付・ケータリング） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑦ 運営役員（ゲートや物販等） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑧ 運営役員（試合運営/進行） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑨ 運営役員（会場設営/撤収） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑩ 会場ドクター（観客の救護） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑪ 会場看護師（観客の救護） 臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

⑫ 司会者/MC
臨時アルバイト扱い→丙欄適用　日額9,300円未満は源泉不要

　注）職業司会者との取引の場合には源泉不要

Ⅲ．源泉所得税の納付について

■

■

Ⅳ．その他（参考）

■ 報酬の場合（④~⑥）のキリの良い数字で支払う場合の源泉所得税の逆算方法

1.　[手取り額]÷0.8979=（A） ：報酬額

2.　（A）×10.21%=（B） ：源泉額

■ 源泉所得税額表については国税庁ホームページよりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm

源泉所得税計算ツール（報酬用）　　※ご活用ください。

お渡ししたい報酬額を入力ください。→ 1,000

（源泉所得税額：10.21%） 113

（報酬額） 1,113

※源泉所得税の小数点以下は切り捨てとなります。

源泉所得税を徴収した方へは、その年の1月~12月分を翌年1月目途で「支払調書」を事務局から郵送いたします。

2021年2月28日

謝金や日当を実際に支払われた翌月10日が納付〆切となります。

源泉所得税の納付は協会事務局で一括して納付しますので、源泉が発生した月の翌月３日までには、協会事務

局へ源泉所得税分の金額と名簿（名前・住所・支払額・源泉額）をご提出ください。

謝金・旅費・審判料等の支払いおよび源泉所得税の取り扱いについて

謝金等の支払いにおける源泉所得税の取り扱いにつきまして、「源泉徴収制度」に基づいて、下記の通りとなります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm

